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Ⅰ．はじめに

はじめに，福祉政策の国際比較は何のためにお
こなわれるのかということについてふれておきた
い。この比較の目的は論者により異なるが，何ら
かの意味で政策論と関係することが多い。つま
り，比較を通して今後の改良点や変更点について
の何らかの示唆を得ようとする姿勢である。こう
した比較研究と政策研究との関係は，これまで次
のような2つの段階を経由した上で3番目の役割を
段階的に期待される。

1．特定先進国の制度・事例の移植・導入の段階
（＝キャッチアップの過程）
2．多国間比較や類型論を通しての－いわばそ
れを「鏡」に見立てての－，自国の特徴や位置
づけを明示的に明らかにするという「自省」
（reflection）の段階。
3．再度，今後の進路に関する政策論の展開に
寄与する段階（規範論－政策論－動態論の交
叉)

第1の段階のキャッチアップの過程では，モデ
ルとなる特定の国・地域の「外国研究」「地域研
究」が重視される。また新制度を導入する必要性
から「制度」研究が先行することになる。日本の
場合，モデルとなる国は一つでなく複数にのぼ
る。そこである時点で，そうした海外からの移
植，導入を多数経験したきたいわば「寄木造り」
の自国の姿を客観的に把握する必要が出てくる。

それが第2の段階である。
エスピン-アンデルセンの『三つの世界』は日本

の研究者にとって上の第2段階の「鏡」としての役
割を果たしたのではないかと考えられると同時
に，かれの議論は「選択肢は多様である」という
ことを伝えるメッセージであったがゆえに（宮本
[2006]），「失われた10年」「失われた15年」といわ
れる状況にあった日本の今後の政策論議をもエン
カレッジすることになった。かれの著作に熱い視
線が注がれたのはこうした時代背景と関係してい
る。日本のおかれていた上のようなコンテキスト
の中で「希望のメッセージ」と受け止められたの
であった。
しかし政策論議を鼓舞したとしても「三つの世

界」論は当然のことながら1990年代以降の変化を
見通すものではない。今後の国際比較研究は，豊
富な海外の事例，動向やその長所，短所を認識し
ながら，また，国際比較という鏡に映る自国の姿
を見ながら，今後の進路に関する政策論議に貢献
するという役割をこれまで以上に期待されること
であろう。

Ⅱ．「ポスト三つの世界」論の課題

エスピン-アンデルセンの「三つの世界」論では
想定されていなかった新しい動きが，1990年代以
降，全世界的にみられた。グローバリゼーション
の進展がそれであり，その過程で，一方では「底
辺への競争」が激化し，ワーキングプア問題など
が出現し，「雇用志向の社会政策」＝「福祉と労
働」の再編成がみられた。他方では，そのワーキ
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ングプア問題や低所得者の最低所得保障問題にど
のように対応すべきかが新たなアジェンダとして
登場してきた。この二つは同時併行的に各国でみ
られるものであり（もちろん国ごとに2つの要因
の強弱には差異がある），それゆえに，この過程を
「脱商品化」と180度ベクトルを異にする「再商品
化」であるとして一律に捉えるのには無理があ
る。
「三つの世界」論では労働力の脱商品化が分析
のキーとなる概念になっていた。脱商品化の達成
度を尺度として世界の福祉国家を国際比較し，類
型化したのである。これに対して私は，1990年代
以降に顕著となったワークフェアと給付つき税額
控除制度を通してのメイキング・ワーク・ペイな
どの動きを「援商品化」もしくは「助商品化」と
名付けている（埋橋[2011a]，p.169）。
この労働力の「援商品化」もしくは「助商品化」
の示しているところのものは，今日多くの福祉国
家では商品化⇔脱商品化という対立軸以外に，税
を財源とした一種の賃金補助である「就労福祉給
付」（in-work benefit，その代表が給付つき税額控
除制度）により，経営側にとってはより安い賃金
での雇用が可能になり，労働側にとっては低所得
者の所得が下支えられるという新しい関係軸が生
じているということである。もちろん脱商品化指
標の意義を否定しているわけではないが，1990年
代以降の新しい展開は，「脱商品化」だけで判断さ
れる性格のものではなく，こうした援商品化，助
商品化という新しい関係軸を視野に入れて初めて
理解可能になると考えている。比ゆ的に言えば，
商品化⇔脱商品化という「直球」勝負の世界に新
たに「変化球」もしくは「クセ玉」が出現してき
たようなものである。
援商品化，助商品化への動きは，かつてのイギ
リスにおけるスピーナムランド制（旧救貧法）が，
主として地主階層負担の税金を原資に賃金補助を
おこない，結果的に，いまだヨチヨチ歩きの資本
主義の自立を助け，その勃興をもたらした史実を
想起させる。
この点についてのヒルの指摘が興味深い。

「・・・賃金を直接的に補填する公的制度をもつ
ことは，長い間好ましくないと考えられてお
り，貧民救済の手段として位置づけられていた
『スピーナムランド制度』は，1832年に公式に廃
止されていた。しかし1972年になってエドワー
ド・ヒースが率いる保守党政府が，主要な稼ぎ
手がフルタイムかつ低賃金である家族に対して
補助金を支給する家族向け所得補助を，資力調
査つき給付として導入した。ここから21世紀の
ブレア政権による税額控除制度の導入と，その
精緻化によって出現する「低賃金労働者へのよ
り広範囲の補助金」への道のりが始まったので
ある。税額控除制度は育児費用への補填の方針
を超えて，低所得に対する一般的な補助にまで
拡大した」（ヒル[2012]，p.194，カッコ内の訳
を省略）

今日の資本主義社会はグローバリゼーションと
いう局面でかの往時と同じように「賃金補助」と
いう一種の「杖」による支えを必要とするように
なってきたのか，その「杖」は誰のために用立つ
ものなのか，その「杖」は誰の負担によるものか，
多くの利害関係者がその杖で便益を受けるからこ
そ今後ますます普及していくのか，解明されるべ
き課題は多い。
1990年代以降の福祉政策の国際動向をみると，

ワークフェア，メイキング・ワーク・ペイ，タッ
クス・クレジット，ディーセントワークなどの概
念が注目されている。カタカナ表記であるのは，
外国からの輸入概念であるためだけでなく，概念
そのものが新しく，日本で用いられてきた従来の
漢字表現ではしっくりとこないところがあるため
であろう。これらの概念はいずれも「ポスト三つ
の世界」論では重要なものであり，その正確な理
解とわが国に示唆するものを的確に捉えることが
肝要である。

1．サービスを組み込む
エスピン-アンデルセンは各国の年金，傷病給

付，失業給付などの所得保障制度に着目して比較
しており，それ以外の福祉レジームを構成する重
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要な変数，たとえば，医療サービス，福祉（ケ
ア）・サービスや税支出（tax expenditure）を検討
していない。しかし今後はこうした点の比較検討
も必要不可欠である。
ここでの福祉サービスとはいわゆる対人社会
サービスの意味であるが，社会保障，社会福祉に
占めるその意義は今後ますます大きくなっていく
と考えられる。その理由は，福祉政策の分野で現
金給付よりもサービス（保育ケアや介護ケアのよ
うな直接的なサービスやソーシャルワークのよう
な間接的な対人相談業務の両方を含む）が伸張し
ていくことが予想されるからである。その背景に
は，現金給付が労働インセンティブに負の影響を
及ぼす可能性があるのに対し，サービスの給付は
就労自立支援サービスや保育，介護サービスに典
型的にみられるように，サービスを受ける本人も
しくはその家族の労働意欲を高め，労働供給を増
加させる効果をもつという事情がある。
「サービスを組み込む」上で注目されるのは，国
連社会開発研究所（UNRISD）の研究プロジェク
トで開発されたケア・ダイヤモンドの考え方であ
る。これは，育児サービスや高齢者介護サービス
の分野で国家，市場，家族，コミュニティの役割
分担を比較軸に設定するアプローチであり，いわ
ゆる福祉多元主義やエスピン-アンデルセンの
「国家・市場・家族の相互の関係」にも関連するア
プローチである。その意味では目新しいものでは
ないが，①ケアに焦点を当てることによって先に
ふれた男女の役割分担＝ジェンダー問題を浮き彫
りにできること，②先進諸国と発展途上国を同時
に比較できること，などの利点がある（ラザビ
[2010]，落合ほか[2010]，齋藤[2010]を参照のこ
と）。

2．税支出を考慮する
税支出面でみると，この間の，「福祉から就労

へ」という内容のワークフェアの動きと連動し
て，アメリカ，イギリス，オーストラリアなどの
アングロサクソン諸国で就業条件つきの給付つき
税額控除（refundable tax credits）制度が急速に普
及してきた。ワークフェアは，仕事がペイするも

のでなければ，効果が一時的なものにとどまる
か，あくまで「強制」の域を出ないであろう。そ
れではワークフェア政策の持続可能性が担保され
ない。仕事がペイするようにするためには，「貧
困のわな」を避けることが必要であり，そのため
にメイキング・ワーク・ペイ（Making Work Pay）
政策と総称される税制や助成金による賃金の補強
が必要であるということになる。給付つき税額控
除制度はこうした背景のもと現在注目が集まって
きている。
上の点をもう少し詳しく解説すると次のように

なる。エスピン-アンデルセンによると，アング
ロサクソン諸国では基本的に「低賃金戦略」が存
在している（エスピン-アンデルセン[邦訳2003]
第1章）。このことが議論の出発点である。その一
方で福祉受給者の労働インセンティブを高める要
請が生まれてきている。働いていない「福祉依存
者」に対しては厳しい対応を取るのがこれらの国
の文化でもあるからである。しかし低賃金戦略の
もとで不可避的に生まれる「低賃金のわな」が存
在し，なかなか労働インセンティブが高まらな
い。つまり，福祉受給を離脱して働きだすと，か
えって得られる純所得が減り，労働意欲が高まら
ない。そのため，こうした事態を回避するための
福祉給付水準引き下げへの動きが促進されるが，
それは「貧困の罠」を一見解消するようにみえつ
つもそれでは増大するワーキングプアの救済・所
得補償が不可能である。
上のような背景から，税制や助成金による賃金

の補強＝給付つき税額控除制度が浮上してきたの
であるが，それが最初に新自由主義レジームのア
メリカで提起され，実施されたことも注目に値す
る。次のような，エスピン-アンデルセンの指摘
にあるように，アメリカの場合，その低賃金－雇
用拡大戦略が「貧困の罠」を先鋭的に深刻化して
いたのである。

「低賃金戦略は低い生産性の『粗末な仕事
（lousy job）』における雇用の増大を促進する。
この種の仕事にあっては，フルタイムで1年間
働いても貧困ラインを下回る所得しか得られな
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い（Burtless, 1990）。そのため，低賃金労働市
場は二重の危険性をはらむことになる。つま
り，それは（公的扶助のような）多額の所得移
転支出を必要とし，同時に，（低賃金は労働への
ディスインセンティブ効果を生むため）貧困の
罠をもたらしてしまう」（エスピン-アンデルセ
ン編著［邦訳2003］，p.27）。

アメリカでは上で述べたように働かない福祉受
給者に対しては一般世論を含めて対応が厳しいが
働く貧民（ワーキングプア）に対してはそうでも
ない。働いても生活が困難である層を放置するこ
とはアメリカ社会・文化の基盤を掘り崩す可能性
があるからである。しかし，そうだとしても，最
低賃金の引き上げという政策選択は，グローバリ
ゼーションの進展するなかで企業が負担する労働
コストを引き上げないという要請から忌避される
傾向にある。あるいは，最低賃金の引き上げは
ターゲット効率性が低いという問題や雇用への悪
影響が指摘される。こうした幾つもの重なる事情
から，いわば「消去法」の論理から，勤労条件つ
きで給付つき税額控除制度がアングロ・サクソン
諸国をはじめ多くの国で注目され，急速に導入さ
れているのである。

Ⅲ．ワークフェアのアポリア（本来的な困難）

欧米では1980年代，1990年代を通して，従来か
らの福祉国家の再編がおこなわれた。産業・労働
の分野では規制緩和，プライバタイゼーションの
2つの政策が中心であったが，社会保障・福祉の分
野では，いわゆるワークフェアが注目を集めるこ
とになった。福祉と就労をめぐる関係の再編が進
行したのである。ワークフェアとそれに関連する
雇用条件＆給付つき税額控除税制は，アメリカに
始まり，近年例をみないほどのスピードと影響力
で，ヨーロッパやオセアニア諸国に伝播した。
その背景には，1980年代からの経済・雇用情勢
の悪化がある。そしてこのことが，とりわけ失業
保険や公的扶助あるいは障害者福祉などの分野の
社会保障予算への制約を強めた。つまり，経済成

長率の鈍化が歳入面からの圧力を生み，また，失
業保険受給者，公的扶助受給者あるいは障害年金
受給者の増加が歳出面からの予算制約を強めたの
である。
このようにワークフェア政策の動因は労働の側

にあると考えられるが，ワークフェアとは福祉か
ら労働へと問題を「投げ返す」ことを意味する。
ここにワークフェアの本来的な困難（アポリア）
がある。というのは，上で述べたように，ワーク
フェアの背景には，投げ返される側の雇用情勢の
悪化があるからである。このアポリアはそれがソ
フトなワークフェアであれ，あるいはアクティ
ベーションであれ，免れることはできない。不況
下 で は 職 業 訓 練 に よ っ て「雇 用 可 能 性」
（employability）を高めてもその効果は限られてい
る。
したがって「投げ返す」だけで問題が解決する

わけではないことはある意味では当然である。そ
のため，現在のワークフェアの焦点は①「投げ返
した後の所得面でのフォロー」のあり方や，②就
労そのものの位置づけにシフトしていることを示
す。①の代表が，この間，税制を通して多くの国
で実施されているメイキング・ワーク・ペイ政策
であり，②はILOのディーセントワーク（「適切な
仕事」）論が提案している方向である。本稿では
ワークフェアとこの2つの方向の特徴（長所，短所
を含む）を検討し，最後にわが国へのインプリ
ケーションを探る。

Ⅳ．メイキング・ワーク・ペイ政策

1．「就労福祉給付」（in-work benefit）
OECDが重要性を指摘している「就労福祉給
付」とは，具体的には，雇用条件＆給付つき税額
控除（refundable tax credit）のことである。「ペニ
シリンに等しい政策」（Howard[1997]p.64）とい
われたアメリカの EITC（Earned Income Tax
Credit）やイギリスのWFTC（Working Families
Tax Credit）がその代表である。
税額控除制度の意義および問題点について，い

くつかの点を確認しておきたい。
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まず，第1に，アメリカの福祉政策を考える場合
には，こうした税制改革をも視野に入れる必要が
あること。AFDCからより厳しいTANFへの移行
も，この税制改革がセットになっていたからはじ
めて可能になったという指摘もある（日本財政法
学会[2001]，p.124，）。社会保障制度と税制は，本
来，表裏一体の関係にあり，両者への目配りが必
要である。
ワークフェアの伝播と軌を一にして，雇用条件
＆給付つき税額控除制度が，イギリス，カナダ，
オーストラリアなどアングロサクソン諸国にいち
早く伝播し，今日では少なからぬヨーロッパ諸国
で導入されるようになり（Dolowitz [1998]，Meyer
and Holtz-Eakin eds.[2001]），アジアのなかでは韓
国で導入された。
第2に，上でみてきた給付つき税額控除制は，こ

の間OECDがその普及に向けて精力的な調査・研
究活動をおこなってきた＜メイキング・ワーク・
ペイ政策＞の中心的な手段であり，＜ワークフェ
ア＞と＜メイキング・ワーク・ペイ政策＞，＜給
付つき税額控除制＞の3つは相互に密接な関係を
もつ。それらは文字通り三位一体の関係にあり，
その意義なり問題点を考える際にはそれらを統一
的に把握する必要がある。
もちろん，こうした3つの政策間の連携が必要
とされるのは労働者一般ではなく，低熟練労働市

場にいるワーキングプア層である。ワークフェア
の進展により就労した「福祉離脱者」もワーキン
グプア化しているのが実態であり（久本「2007」，
注1），＜メイキング・ワーク・ペイ政策＞はかれ
らの所得を「補償」する意味合いをももつ。こう
した構造を図式化したものが図1である（労働が
黒く塗りつぶされている理由は次節で説明され
る）。

2．給付つき税額控除制度の問題点と求められ
る対応
給付つき税額控除制度をめぐっては「地獄への

道は善意の石で敷き詰められている」（渡辺
[2008]）ともいわれるように，いくつかの検討課
題が指摘されている。それらを実施に関わる問題
と原理的な問題に分けて説明すれば以下のとおり
である。
実施に関わる問題としては，現在の課税最低限

の人々の所得についてもきちっとした情報がない
と，いくら給付したらいいかということがわから
ないこと，また，「申告」形式の場合には不正申告
が生じる可能性があり，そういうことが起こって
も個々の税務調査を実行するには執行コストがか
かり過ぎる点が挙げられている（渡辺[2008]）。
わが国に導入する際により重要で，クリアしな

ければならない点に，タックス・コンプライアン
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スの問題がある。「働いても貧しい人たちは概し
て年末調整手続きの枠外に置かれている。・・・
急いで検討を要するのは非正規雇用に忍従し転職
回数も多い，働いても貧しい給与所得者層」であ
り，かれらに対して，アメリカで広範なNPOが協
力して行なわれているような「申告前支援」，「申
告期支援」「申告後支援」をどのように担保するか
という問題である。日本の税理士法では税業務の
絶対独占（たとえ無償であっても繰り返し行うこ
とは違法）があるのでまずそれをどのように改め
ていくかが問われることになる（石村[2008]）。
原理的問題としては以下の問題を指摘すること
ができる。
1．「事後的」な所得補償措置であり，生活保障
機能が弱い点（アメリカの場合1年に1回給
付）。
2．アメリカのようなフェーズイン部分がある
と何らかのやむを得ない理由で前年の所得が
減った場合に今年の給付が減る。この点から
も生活保障機能が弱い。
3．フローの所得を基準とするため資産のある
人にも給付の可能性がある。
4．低賃金雇用への実質的な助成であり，雇い
主の人的資本への投資を抑制し，低賃金雇用
を温存することになる。

なお，4のような問題点をもつ給付つき税額控除
制は「市民は，自由に，また，仕事や所得あるい
は一般的な厚生を喪失することなしに，必要と認
めた際に，労働から離脱（opt out）することがで
きる」（エスピン-アンデルセン）という意味での
「脱商品化」を促進するものでない。逆に商品化
に親和的な側面をもち，強いていうならば，本稿
のⅠ．「ポスト三つの世界」論の課題でふれた「援
商品化」「助商品化」の性格をもつ。
給付つき税額控除制度は「万能薬」ではないし，
実施に向けてのインフラ・条件整備の余地も大き
い。基本的には税支出の形をとるのがいいのか，
あるいは社会保障給付の形のほうが望ましいのか
を詰める必要がある。また，納税者番号・社会保
障カードの導入や確定申告のサポート体制をどう
作り上げるのかという課題がある。

しかし，制度の谷間で呻吟している500万人を
超えるワーキングプアに対するセーフティネット
の再構築は急務の課題であり，税制として何がで
き，何ができないかを明らかにしていく必要があ
る。今後より活発な議論の展開が期待されるとこ
ろではあり，そうした留保条件付きではあるが，
予想される消費税導入時に「消費税逆進性対策税
額控除」を導入するというのもひとつの選択肢
（「制度の頭出し」）であると思われる。

Ⅴ．労働規制とディーセントワーク論

1．事前的労働規制政策
1990年代にはさまざまな面での政策目標間にお

けるトレードオフ関係を指摘する議論があった。
たとえば，労働の規制と雇用の維持のディレン
マ，規制緩和と賃金分配の平等性（もしくは労働
力の質）の確保の間のディレンマ（Esping-
Andersen著 [邦訳2000]）である。また，サービス
経済下における＜賃金所得の平等性の確保＞，＜
完全雇用＞，＜政府財政の均衡の達成＞間の著名
なトリレンマなどである。
このトリレンマ論の概要は次のようである。政

府は低熟練労働者の所得を保護するために労働市
場を規制することができるが，その場合，高い失
業が生じるか（ドイツ），それを防ぐために公的雇
用を拡大すれば財政の赤字化を余儀なくされる
（スウェーデン）。他方，完全雇用と財政の均衡化
に力点を置けば賃金所得の不平等化を避けられな
い（アメリカ）（Iversen and Wren[1998]）。つま
り，2つまでは可能であるが，3つの政策目標を同
時には達成できないというものである。
上の議論からもわかるように，雇用保護規制

（Employment Protection Legislation）には強い逆
風が吹いている。ただし，1990年代後半からの景
気回復を背景に上のトリレンマの呪縛が緩んでき
たとの指摘もある（Sarfati and Bonoli [2002]）。事
実，1990年代後半，ヨーロッパでは「労働時間指
令」，「パートタイム労働者への均等待遇」，「有期
契約」などの面での「規制の緩和から規制の強化
への流れ」が明らかになっている（大沢[2007]の
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図2を参照）。
ILOの提携研究機関であるISSA(国際社会保障

協会）は，以下の引用文にあるような「選択的な
再規制（selective re-regulation）」を提唱している。

「・・・労働市場における注意深く選ばれた介入
は，もっとも不利な立場にある労働者の状況
を，そのような労働者に適合的な種類のジョブ
を創造する経済の能力をそれほど損なうことな
しに，ドラマティックに改善することができ
る。たとえば，最低賃金は，もし経済的に受け
入れられる水準に設定されているならば，もっ
とも脆弱な労働者の所得を，必ずしもかれらを
労働市場外に追いやるという犠牲を払うことな
しに，保護することができる（Cregg[2000]）。
低い最低賃金でさえもイギリスでの経験が示し
ているように不利な立場にある労働者に対して
ポジティブな影響を与えることができるのであ
る・・・」（Sarfati and Bonoli 2002，p.471）。

イギリスの社会政策研究者ジェーン・ミラーの
次の引用文も，基本的には，ワークフェアやメイ
キング・ワーク・ペイ政策が看過している「労働」
の中身の点検が重要であることを指摘している
（こうした議論については居神[2007]を参照のこ
と）。

「・・・ “make work pay” というアジェンダは，
多くの国で，就労福祉給付の拡張をもたらして
きた。しかし，おそらく ‘福祉としての労働’ を
推進するにあたっては，雇用の性格とその仕事
の性格，質により以上の注意を払う必要があ
る。・・・労働市場が保障とwell-beingを提供し
ているのかいないのか，労働市場を単によりア
クセスしやすいだけでなくより搾取的でなくよ
り公正であるように政策が介入できるのかどう
か，また，どのようにしてそうした政策介入を
行なえるのかどうかに，より注意を払う必要が
ある」（Millar[2005]p.38）。

ここにある種の分岐点が見えてくる。一つは，

「事後的補償政策」（ex-post compensatory stra-
tegy）と呼ばれるもので，メイキング・ワーク・ペ
イ政策がその代表である。この政策はアメリカ，
イギリスなどのアングロサクソン諸国で有力なも
のであり，低賃金と仕事の不安定性（ワーキング
プアの存在）を容認した上で労働規制を撤廃し，
給付つき税額控除制度などを通して低熟練労働者
の所得「補償」をおこなう。もう一つの立場は，
最低賃金制をはじめとする労働規制により「事前
的に」低賃金と仕事の不安定性を軽減し，ワーキ
ングプアの発生を最小限にする政策を主張するも
のである。

2．ディーセントワーク：ILOの提案
1999年のILO総会において披瀝されたディーセ

ントワーク（「適正な仕事」）という構想は上で述
べた労働規制の内容を豊富化し，かつ，具体化し
たものである。この構想は一面では1918年創設以
来のILOの使命と活動分野を端的に示したものと
いえる。
「ディーセントワークとは非常に重要な概念で，
私が思うにILOの根本を変えたというか，将来，
大きな転換点となったものだといわれるものと確
信しています」（野寺[2006]）pp.60－61）といわ
れているが，以下の2つの重要な意義もしくは論
点だけに簡単に言及しておきたい。
第1は，ディーセントワークの4つの構成要素は
それぞれが相互依存関係にあることである（図2
参照）。

1．「労働における諸権利」の保障－ディーセン
トワークのすべての構成要素に対して「倫理
的および法的枠組みを構成するもの」
2．「雇用やその他の働き方」の提供－「仕事を
望む人に対して適切な（adequate）雇用機会が
提供されなければならない」
3．「社会保護制度」の整備－「ディーセント
ワークの目的は多様な事故（contingencies）と
脆弱性（vulnerabilities）に対する保障を提供す
ることである」
4．「社会的対話」の促進－「生産活動の参加者
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に 対 し て 発 言 と 代 表（voices and

representation）を提供する」

第2は，ディーセントワークの達成度に関する
指標やパターンの開発が射程に収められているこ
とである（Ghai[2006]pp.26-30）。この指標に関し
て，次のような指摘がある。

「・・・ディーセントワークは長期プランなの
で，定期的にその成果がどの程度上がったのか
計測していく必要があるわけです。そのため
ILOはインディケーター，要するに物差を考え
ました。ただ，このこと自体が新たな問題を提
起しました。つまり，数値的に結果が出てくる
と，ある国での達成度合いはこの位で，別の国
ではどうだということが一目瞭然で出てくるこ

とになります」（野寺[2004]p.63）。

野寺[2004]は，「ディーセントワークは，そこ
（「各国を格付け的なことはILOの仕事ではない」
という点）も変えてしまうのではないかという危
惧を私は抱いておりました」と述べているが，こ
こは評価が分かれるところである。加盟国との関
係で微妙な点を含むが，ディーセントワークの普
及を図るという観点からはむしろそうした方向，
つまり，各国のスコアを測定，公表する方向が積
極的に目指されるべきではないかと筆者は考える
(注2)。また，野寺[2006]には，日本ではディーセ
ントワーク計画の策定が必要ないと主張している
ような叙述があるがこの点についても筆者は見解
を異にする。
当初，このディーセントワークを児童労働，強

「ポスト三つの世界」における3つの政策Winter ’16 265

図2　ディーセントワークの 4つの構成要素

出所：Ghai（2006：p.23）を一部修正。



制労働の禁止などの発展途上国固有の問題として
理解する向きもあったが，それは誤解であり，い
わゆる先進諸国でも重要な意味をもっている。事
実，デンマーク，オランダ，ニュージーランド，
カナダなどの国では，政・労・使が協力しながら
国内におけるディーセントワーク普及に向けた活
発な取り組みをおこなっている。グローバリゼー
ションの進展のもと，先進諸国ができるだけ労務
費コストを切り下げ，それが叶わぬ場合には発展
途上国へ生産設備を移転させようとする「底辺へ
の競争」が厳しくなっている状況のなかで，こう
した取り組みは多くの労働者の生活を守るために
ますます重要になっている。
これまでに検討してきたワークフェアやメイキ
ング・ワーク・ペイ政策との違いは以下の点にあ
る。
ワークフェアは就労することを第一義的目的と
し，その労働の中身あるいは労働を取り巻く環境
を問うものではない。その意味で「労働」はブ
ラックボックス化されている。メイキング・ワー
ク・ペイ政策も労働の果実である所得について注
目し，雇用条件＆給付つき税額控除などの税制を
通してその不足分を「補償」するのであるが，そ
の場合でも「労働」はワークフェアと同じくブ
ラックボックス化されている。この2つに比べて，
以下の4つの構成要素からなるディーセントワー
クの大きな特徴は，労働の内実を問題にしている
点が大きな違いである（Ghai[2006]）。

Ⅵ．おわりに－わが国の制度・政策論に示唆す
るもの

1970年代半ばからの約30年間に福祉と就労をめ
ぐる関係は，それまでの30年間（1945～75年，こ
れは福祉国家の「黄金時代」でもあった）と大き
く様変わりした。この動きはまだ完全に終了した
わけではないが，それは福祉の「雇用志向」
（employment-oriented）＝ワークフェアに向けた
再編であったと総括することができる。
ある種奇妙に思えるかもしれないが，ワーク

フェアの動きはアングロサクソン諸国と北欧諸国
の両極で先行している（Berkel and Moller [2002]
pp.56-59, Sarfati and Bonoli[2002]p.467）。北欧諸
国ではそれに先立って失業者のactivation政策の
豊富な蓄積があったのである（武川・宮本・小沢
[2004]pp.5-6の宮本氏の発言）。また，北欧諸国の
公的扶助制度は社会保障性全体のなかでマージナ
ルな位置しか占めず，そのため就労要件にはそも
そも厳しいものがあったのである（埋橋［1999］，
Behrendt[2002]）。これに対して，大陸ヨーロッ
パ諸国でのワークフェアの進展度合いはそれほど
でもない。
ただし，本稿では国ごとの対応を検討したわけ

ではない。ワークフェアの動きがメイキング・
ワーク・ペイ政策を媒介にして「就労福祉給付」
問題やワーキングプアの問題をクローズアップし
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図3

出所）筆者作成。
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ていること，そのことの評価が現在の研究上の焦
点となりつつあること，また，「就労福祉給付」や
その代表である雇用条件＆給付つき税額控除制度
の充実で問題が解決するのではなく「就労福祉給
付」それ自体が新しいイシューもしくは対立軸を
生んでいる事情を明らかにしてきた。言い換えれ
ば，税額控除制度や雇用主に対する賃金補助など
は，低賃金職種の温存を支援するものであるこ
と，このことが問題となる。その論点に関連して
「事後的補償政策」（ex-post compensatory stra-
tegy）vs.「選択的な再規制」（selective re-regula-
tion）という新たな対立軸が出現していることも
指摘した。また，福祉から労働へというワーク
フェアの動きが結果的に労働の性格を問題とせざ
るを得なくなる点をも示した。
「福祉から就労」といった場合にその中身に注
意する必要がある。就労の場が最低賃金制などの
「事前的労働規制」を欠いたまま（ディーセント
ワークでないまま）就労への移行がおこなわれた
場合，それは新たなワーキングプアを生み出すこ
とになる。また，給付つき税額控除などの「事後
的所得補償」制度を欠いている場合も同じであ
る。つまり，ワークフェアは「事前的労働規制」
と「事後的所得補償」制度とセットになって初め
て効力を発する。言い換えれば，その前後2つの
制度がどれだけ充実しているかがワークフェアの
中身に大きく影響する。
これまでの議論はわが国の今後の制度改革に示
唆する点が多いと考えられる。この点の詳しい展
開は別稿に譲らざるをえないが，検討項目を含む
要点だけをまとめれば次のようになる。
第1に，「事前的労働規制」VS.「事後的所得補
償」の問題に関しては，一般的には前者のほうが
好ましいといえるが，グローバル経済化が進展す
る中で，1国のみの実施では雇用への悪影響を免
れることはできないのではないか。この点では，
わが国の最低賃金規制の水準と規制の有効性を別
途実証的に論じる必要があるが，近年デンマーク
の経験から生まれたflexicurityの考え，つまり，労
働市場規制の弾力化（flexibility）と最低所得保障
（security）の組み合わせというアイデアは検討に

値する。
第2に，「事後的所得補償」にはいくつかの問題，
つまり，低賃金職種・産業を温存しそれらへの人
的投資を疎かにするという問題点が付きまとう。
あるいは，国によってはスティグマを生みがちで
あるなどの問題がある。
第3に，本稿では原理的に異なる2つの方向性が

あることを示した。しかし，それにあまり拘泥す
る必要はないのかもしれない。というのは，日本
ではこの2つの方策のいずれも実施されていない
し，そのことを反映して研究も進展していないか
らである。筆者が一番重視したいのは，本文で述
べてきたような国際的動向あるいはそれをめぐる
相異なる見解をみてきて，以下のような日本の
「姿」が期せずして浮き彫りになってきたことで
ある。
オランダのような短時間労働者の社会保険への

包摂は試みられておらず，労働能力のあるものに
は原則として生活保護は適用されず，被保護世
帯，人数が国際的にみて著しく少ないこと（これ
については埋橋[1999]を参照），正規職労働者と
生活保護受給者の「狭間」に多数存在するワーキ
ングプア層への所得「補償」措置が採られていな
いのが現状である。そのように考えると，給付つ
き税額控除制度を通したメイキング・ワーク・ペ
イ 政策も，上でみたようないくつかの問題を抱
えながらも検討に値する。
同じく，ワーキングプア問題は，わが国でも

ディーセントワークの視点からの点検作業が必要
であることを指し示している。今後，政・労・使
が協力してディーセントワークの指標化に取組
み，たとえば取り上げるべき尺度について共同で
検討したり，合意されたその尺度を用いて実際の
ディーセントワークを計測し，その変化をモニ
ターしていくようなことがあってもいいのではな
いか（埋橋[2011b]）。
上の3点は今後の政策論議をすすめていく際の
出発点としてぜひとも踏まえたい所である。

註
1）Jamie Peckは，大著『ワークフェア国家』のなか
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で，ワークフェア，とりわけワークファースト・
モデルのそれが再商品化の動きであることを指摘
し，また，「臨時労働者という旧来のワーキングプ
ア」に加えて「以前福祉受給者であった新しい
ワーキングプア」を生み出すということに警鐘を
鳴らしている。後者にとって「どんな

・ ・ ・

仕事でもい
い仕事である」（“any job is a good job”）とされて
しまうのである。「最初にMcJobsが来て，今や
McWelfareもやってきた」（First came “McJobs,”
now there is “McWelfare” too.）との言葉が印象的
である（Peck[2001]p.19）。
2）この点に関して，Ghai [2006, pp.26-30]は，国名
を明らかにしなくても指標の作成が有用であるこ
とも主張している。ディーセントワーク指標と1
人当たり国民所得もしくは人間開発指標（Human
Development Index, HDI）との間に正の相関関係
があることが予想されるが，その場合でも「はず
れ値」があること，つまり，高い（低い）所得の国
でも低い（高い）ディーセントワークの達成度の
国があることがありえ，その場合のディーセント
ワークの達成度が何に起因するのかということが
明らかにできる可能性をもつからである。この点
について詳しくは埋橋（2011b）を参照のこと。
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